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ま ほ ろ ば 秦 野 通 信 

令和６年９月１８日 

タイトル 救急隊及び消防隊等のコンビニエンスストアの利用について 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 
９月２１日（土曜日）８時３０分から運用開始 

Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会加盟のコンビ

ニエンスストア 

㈱セブン‐イレブン・ジャパン、㈱ファミリーマート、㈱ロ

ーソン、ミニストップ㈱、山崎製パン㈱デイリーヤマザキ事業

統括本部 

Ｗｈｏ 

（だれが） 
救急隊、消防隊、指揮隊、救助隊 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 

市民等の安全・安心を守るため、救急隊が連続した出動によ

り医療機関から帰署するまでの間及び消防隊が災害発生時で時

間を要する場合における飲料水等の購入やトイレ等を、一般社

団法人日本フランチャイズチェーン協会加盟のコンビニエンス

ストアに御協力いただき利用させていただくものです。 

災害・救急事案への対応でないことを示すため、利用時には

車両へ掲示案内を行います。 

 

 

 

 

 

 

Ｈｏｗ 

（どのように） 

Ｗｈｙ 

（なぜ） 

救急出動件数が増加や活動時間の長期化により、救急隊員の

休憩時間が確保できないことが頻発しております。 

【参考】 

◇救急出動件数 

 令和元年中  8,399件（＋   87件） 

 令和２年中  7,716件（－  683件） 

 令和３年中  8,314件（＋  598件） 

 令和４年中  9,949件（＋1,635件） 

令和５年中 10,580件（＋  631件） 
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◇県内消防本部（局）の状況 

横浜市、川崎市、相模原市、大和市及び座間市が同様の取組み

を行っています。 

問い合わせ 
消防管理課 救急救命担当 館 

電話０４６３(８１)８０２０ 

 


